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【グラフ－１】 水道事業体等の今後（１０～１５年後）の事業運営における課題 

水道事業体及び水道用水供給事業体における今後（１０～１５年後）の事業運営における課題につい

て、「水源の確保」「普及率の向上」「水質の管理」「危機管理体制の充実」「老朽管の更新」「老朽施設の

更新」「財政基盤の強化」「技術の継承」「その他」の選択肢の中から各事業体３つまでを挙げてもらいま

した。「財政基盤の強化」を３６事業体が挙げたのを筆頭に「老朽施設の更新」等が課題として認識され

ています。 
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＊出典：千葉県内の公営の水道事業体及び水道用水供給事業体を対象に平成１７年８月に実施したアンケート調査（以下、「事業体

アンケート」という。）結果より。 

＊調査時点での県内の公営の水道事業体（上水道事業体及び簡易水道事業体）数は４９、水道用水供給事業体数は６であった。 

なお、平成１８年３月末時点では、それぞれ４２事業体と６事業体となっている。 

 

 

（１） 水質の向上                     

ア 水質管理の計画的な強化 

千葉県の水道水源は、利根川水系（利根川、江戸川、黒部川、印旛沼等）、県内河川

（小櫃川、養老川、夷隅川、三原川等）、地下水等からなり、それぞれ約６７％、約１４

％、約１９％を占めていますが、これらの水源水質は必ずしも良好とは言えません。 
利根川は千葉県が最下流部に位置することから、生活排水等の影響を受けています。

印旛沼は、水道水源の湖沼としては全国ワースト１位となっており、県内河川の多くは

自然由来の有機物等の影響で必ずしも良好な水質とはなっていません。また、一部です

が地下水にも環境汚染が懸念されています。 

施設の運転管理２、水源の

確保１、水需要減少１、 
給水人口の減少及び鉛製 
給水管更新 1、合併に伴う 
市町村間の調整１ 
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さらに、水道事業を取り巻く環境の変化としては、平成１６年４月に水質基準が改正

され、新たな知見に基づく消毒副生成物や発ガン性が指摘されている物質、水のおいし

さに関係する臭気物質等が新たに基準に加えられました。こうした新たな基準に対応す

ることが、水道事業体には求められています。 
必ずしも良好とは言えない水源水質や、新たな水質基準等へ対応していくため、県内

の水道事業にはこれまで以上に水質管理を強化することが求められ、課題となっていま

す。 

 

県内の水道事業体、全４９事業体中２３事業体が、総トリハロメタン、病原性微生物、

臭気物質等について、今後水質管理を強化する必要があると考えています【グラフ－２】。

多くの水道事業体の認識としても、今後の水質管理強化は重要な課題とされていること

がうかがえます。 

 

なお、水質管理のためには、水質に異常がないか検査を十分行うための体制を築くと

ともに、異常が発生した際に水利用者に被害を及ぼさないように迅速に対処するための

設備と専門的知識・技術を有する水質担当の職員を備えていることが必要となります。

県内水道の状況を見ると、水質管理を強化するために活性炭注入施設の整備等の対策が

必要と考えている２３事業体のうち１０事業体では具体的な計画が主として財源不足

のために未だ立てられていません。今後は財源の問題を含めて水質管理強化という課題

に計画的に対応していく必要があります。 

 

また、小規模の水道事業体を中心に、水質を主に担当する職員の数が必ずしも十分で

ない上に、水道用水供給事業体等が中心となった地域共同の支援体制を有していない事

業体も見られます。水質管理に迅速で確実な対応を行い安心な水の供給を行うためには、

水道事業体において個々又は共同で専門性の高い水質担当職員を確保する必要があり

ます【グラフ－３】。 
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【図－１】 千葉県内の主要な河川・湖沼の水質汚濁の状況 

県内の主要河川・湖沼のＢＯＤ（ＣＯＤ）を４段階（きれい、わりあいきれい、よごれている、とて

もよごれている）に分類したものです。水道としての利用は「きれい」（ＢＯＤ・ＣＯＤ３ｍｇ／ℓ以下）

が望ましいとされますが、県内水道水源の中には、厳しい条件下にあるものもあります。 

 

 
＊出典:「平成１６年度公共用水域及び地下水の水質測定結果について（千葉県）」より。 
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【グラフ－２】今後水質管理を強化する必要性についての認識 

県内の水道事業体に今後の水質管理の強化の必要性についての認識を聞き、必要性を認識している事

業体には、さらに、具体的にどのような項目について水質管理を強化する必要があると考えるか「臭気

物質」「総トリハロメタン」「病原性微生物」「その他」の中から複数回答可として挙げてもらいました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ－３】 主として水質を担当する技術職員数と事業体規模（給水人口）の関係 

全量受水でない事業体でも、主に水質を担当する技術職員を配置していない事業体があります。 
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＊出典：「事業体アンケート」結果より。 

千葉県営水道 
(給水人口 279万人、水質担当
職員 57 人である平成 16 年度
末現在の規模を、給水人口 30
万人規模に換算すると、この点
となる) 

＊ 出典：「事業体アンケート」及び平成１８年２月「水質管理に関するアンケート（千葉県）」結果より。 

農薬３、マンガン１、残留塩素１、
塩化物１、産廃施設排水１ 


